
① 法的根拠を手引で明示し、市区町村等に対し周知（厚生労働省）
（あわせて、金融庁及び農林水産省から金融機関の全国団体に各金融機関への周知を要請）

② 市区町村等が対応に苦慮している事例等を法務省と全国の供託所で共有する仕組み

を整備（法務省）

◇ 家族のつながりの希薄化等を背景に、引取者のない死亡人の増加が見込まれ、こうした死亡人の葬祭等を行うことと

されている市区町村等の負担軽減に向けた課題等を整理するため、遺留金等の処理や保管の実態を調査

◇ 調査の結果、

① 市区町村等が、引取者のない死亡人の葬祭費用に充当するために預貯金を引き出そうとしたが、相続人に優先する
法的根拠が不明などとして、金融機関から預貯金を引き出せなかった

② 市区町村等が、葬祭費用充当後の残余遺留金の処理のために弁済供託を行う際、供託所から相続人の意思確認が
不十分と教示され、対応に苦慮している

などの事例がみられた。

「遺留金等に関する実態調査」の結果に基づく勧告
に対する改善措置状況（１回目のフォローアップ）の概要 令和5年12月5日

【勧告先】厚生労働省、法務省 【勧告日】令和5年3月28日 【回答日】令和5年11月2日 厚生労働省、令和5年9月25日 法務省
（改善状況は回答日現在）調査のポイント
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主な改善措置

総務省

厚生労働省及び法務省における改善措置後の取組状況について、総務省において2回目のフォローアップで把握予定

調査結果を踏まえ、遺留金の円滑な処理等のための
必要な改善を図ることについて勧告



◇ 引取者のない死亡人の事務処理の流れと調査の全体像

2

1 調査の概要

◇ 本調査で対象とした「引取者のない死亡人」の主な関係法律

身元不明 身元判明

葬祭を行う者がいない
（遺体の引取者がいない）

葬祭を行う者がいない
（右記以外）

・葬祭を行う扶養義務者はいないが、大家、友人等の葬祭を行う者がいる
・生活保護受給者であった又は遺留金品では葬祭費用に満たない

行旅死亡人
行旅法（こうりょほう）：行旅病人及行旅死亡人
取扱法（明治32年法律第93号）

墓埋法適用死亡人
墓埋法 （ぼまいほう）：墓地、埋葬等に関する法律
（昭和23年法律第48号）

生活保護法適用死亡人
生活保護法（昭和25年法律第144号）

・死亡地の市区町村（長）が遺体の埋火葬（埋葬（土葬のこと）又は火葬）を行う
［行旅法第7条第1項、墓埋法第9条第1項］

・大家、友人等が埋火葬を行う
［生活保護法第18条第2項］

・葬祭費用は、市区町村が一時繰替支弁し、死亡人の遺留金、相続人等による弁償、
遺留物品の売却の順で負担し、なお不足の場合は都道府県が弁償等

［行旅法第11条、第13条第1項及び第15条第1項。墓埋法第9条第2項(葬祭費用は行旅法の規定を準用)］

・葬祭費用は、葬祭を行う者が負担し、保護の実施機関が葬祭扶助を
支給（死亡人の遺留金品で足りない分につき支給。3/4が国庫負担）
［生活保護法第18条第2項、第75条第1項第1号、第76条第1項］

・市区町村等による相続人等の調査（近隣住民への聞き取りや戸籍調査等で親族等を把握し、連絡）

・市区町村等による死亡人の遺留金品（遺留金、遺留物品）の保管、市区町村等による葬祭等の実施

・死亡人の預貯金があれば引き出して充当 ⇒ 本資料P.8

・相続人や扶養義務者へ請求。費用弁償先として適切な相続人等がいない場合(注1)や相続人等

の弁償によっても葬祭費用を満たさない場合、都道府県に弁償請求（一般市区町村(注2)の場合）

・残余遺留金品の相続人等への引渡し

・市区町村等で保管又は以下の制度を利用し清算等を実施

ⅰ）相続人の不存在が判明又は全相続人が相続放棄：相続財産管理制度を利用し清算

ⅱ）債権者不確知・受領不能・受領拒絶：弁済供託制度を利用し債務を消滅 ⇒ 本資料P.15

・上記制度の活用が難しい遺留金品について引き続き市区町村等で保管

引取者のない死亡人の発生

葬祭の実施

葬祭費用への
遺留金品の充当

充当後に残った
遺留金品の処理

処理できなかった
遺留金品の保管等

(注1) 費用弁償先としてふさわしくないケースとして、ＤＶ被害を受けていた相続人や扶養義務者が手引で例示
(注2) 指定都市及び中核市以外の市区町村のこと。指定都市、中核市は自ら負担

＊清算後残った財産や供託物の払渡請求権の時効完成後の目的物は、国庫に帰属

不足した場合

引き渡せなかった場合

遺留金品が葬祭
費用に満たない

ケース

葬祭費用充当後、
残余遺留金品が
発生したケース

⇒ 本資料P.6

⇒ 本資料P.17～

⇒ 本資料P.12



2 葬祭費用に充当するための預貯金の引き出し

【制度等の概要】

◇ 市区町村等は引取者のない死亡人の葬祭費用について当該死亡人の遺留金品を充当

◇ 引取者のない死亡人の預貯金の取扱いについて法令で明示されていないが、手引では、遺留金には、死亡人の預貯金を現金化したものも

含まれると記載され、葬祭費用に預貯金を充当できることを明示

◇ 手引では、引き出しの必要書類を例示し、「やりとりの多い金融機関との間では、予めどのような書類の提出が必要であるかについて

取り決めをしておくことも方法の一つ」と記載

◇ 関係省庁（金融庁、農林水産省及び厚生労働省）は、令和3年3月に金融機関の全国団体に事務連絡を発出し金融機関へ手引を周知

● 令和5年7月に手引を改訂し、以下を明示

○ 市区町村が、相続人に優先して、遺留金を葬祭費用
に充当すること（そのための預貯金の引き出しを含む。）

ができる法的根拠

○ 同根拠規定では、預貯金の引き出しに当たって
相続人への意思確認を求めているものではないため、
引き出しに当たって相続人への意思確認は不要

● 当該手引を市区町村等に対し周知
（金融庁及び農林水産省から、金融機関の全国団体
に対し、各金融機関への周知を要請する事務連絡を
改めて発出）

厚生労働省は、関係省庁と連携し、葬祭費用に
充当するための預貯金の引き出しが相続人に
優先する法的根拠を手引等で明示し、引き出しに
当たって、相続人の意思確認は必要ないことを
市区町村等及び金融機関に改めて周知すること。

手引の発出後も、預貯金の引き出しが相続人に
優先する法的根拠が不明などとして引き出せな
かった事例あり

勧告

調査結果 厚生労働省における改善措置状況

3

厚生労働省では、周知実施後の金融機関における預貯金の引き出しの対応状況について、周知後一定期間を確保した後に調査を
行うこととしており、総務省において2回目のフォローアップでその取組状況について把握予定



3 残余遺留金の弁済供託

法務省は、市区町村等から供託所への問合せ等
を基に制度活用に当たって市区町村等が対応に
苦慮している事例や手続が円滑に進んでいない
事例を把握し、全国の供託所において適切な教示
を行うことができるよう、運用を改善すること。

法務省は、供託手続に関する相談を、 寄りの
供託所などでも受け付けていることを手引により
明示すること。

残余遺留金の処理について、弁済供託の活用に
前向きな市区町村がみられた一方、供託所から
相続人の意思確認が不十分と教示され、対応に
苦慮している事例あり

● 全国の供託所において、市区町村等が対応に
苦慮している事例や手続が円滑に進んでいない
事例をシステムに入力し、法務省及び全国の
供託所で情報を共有する仕組みを整備

これにより、全国の供託所において、市区町村
等に適切な教示を行うことができるよう措置

● 令和5年7月に手引の改訂等を行い、供託手続
に関する相談を、債務履行地の供託所のほか、
市区町村等の 寄りの供託所などでも受け付けて
いることを明示するとともに、当該手引を全国
の供託所に周知

4

調査結果

勧告

法務省における改善措置状況

【制度等の概要】

◇ 弁済供託制度は、債権者が弁済の受領を拒んだ場合等に、弁済者が弁済の目的物を供託所へ寄託し、債務を免れる制度（民法第494条）

◇ 令和2年12月、生活保護法適用死亡人の残余遺留金について相続財産管理制度により難い場合に弁済供託制度を活用できる改正生活保護法
施行規則が施行。行旅死亡人、墓埋法適用死亡人の残余遺留金についても弁済供託制度が活用できる。

◇ 残余遺留金の供託事務を取り扱うのは、法務局、地方法務局又はこれらの支局

現在、法務省では、市区町村等が対応に苦慮している事例等の把握に取り組んでいる。今後、類似の事例が多数あった場合などには、
手引への反映等も検討することとしており、総務省において2回目のフォローアップでその取組状況について把握予定



遺留金等に関する実態調査の 

結果に基づく勧告に対する改善措置状況（1回目のフォローアップ）の概要 
  
【調査の実施時期等】 

1 実施時期     令和 3年 12 月～5年 3月 

2 対象機関     調 査 対 象 機 関：厚生労働省、法務省、金融庁、農林水産省 

関連調査等対象機関：都道府県(15)、市区町村(71)、金融機関(10) 

このほか、管区行政評価局等による調査に先駆け、令和 3 年 11 月から当該調査における関連調査等対象機関の選定資料や基礎資

料として活用することを目的として、全ての市区町村及び保護の実施機関※（以下「市区町村等」という。）に対し、各市区町村等

の基礎的な情報の収集を行う基礎調査を実施 

※ 都道府県知事、市長及び社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）に規定する福祉に関する事務所（以下「福祉事務所」という。）を管理する町村長を保護の実施機関

という。生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 19 条第 1 項において、保護の実施機関は、同法の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければな

らないとされている。  

【勧告日及び勧告先】  令和 5年 3月 28 日 厚生労働省、法務省 

【回 答 年 月 日】  令和 5年 11 月 2 日 厚生労働省、令和 5年 9月 25 日 法務省  ※ 改善状況はそれぞれ回答日現在 
  
【調 査 の 背 景 事 情】 

○ 令和 4年版高齢社会白書によると、我が国の 65 歳以上人口は、平成 6年には総人口の 14％を超え、令和 3年 10 月 1 日現在、28.9％に達し、いわゆ

る超高齢社会が到来しており、65 歳以上の一人暮らしの者は男女ともに増加傾向にある。また、地域コミュニティの希薄化も進んでいる。 

○ 死亡人の埋火葬を行う者がいない又は判明しないときは、行旅病人及行旅死亡人取扱法（明治 32 年法律第 93 号。以下「行旅法」という。）又は墓

地、埋葬等に関する法律（昭和 23 年法律第 48 号。以下「墓埋法」という。）に基づき、死亡地の市区町村（長）が埋火葬を行い、その費用について

は、まずは死亡人の遺留金等を充て、次に相続人等の弁償を求めるが、それでも不足するときは、指定都市及び中核市の場合は当該市が、それ以外の

場合は当該市区町村が属する都道府県が負担することとされている。 

○ 葬祭を行う扶養義務者等が困窮している場合や第三者が被保護者等の葬祭を行う場合には、生活保護法に基づき、保護の実施機関が葬祭扶助を行う

ことになっている。 

○ 家族や地域のつながりの希薄化を背景に、このような事例は増加していくことが見込まれる。 

○ 葬祭費用に充てても遺留金等が残った場合には、その遺留金等を相続人に引き渡すことになるが、引き取られない等の場合は市区町村等が保管して

いる。 

○ 厚生労働省及び法務省は、令和 3 年 3 月、市区町村等における遺留金等の取扱事務の円滑化に資する観点から、「身寄りのない方が亡くなられた場

合の遺留金等の取扱いの手引」（以下「手引」という。）を策定し、都道府県及び市区町村に周知している。 

○ この調査は、手引発出前後の市区町村等における遺留金等の実態や支障例・工夫例等を把握し、市区町村等の負担軽減に向けた課題等を整理したも

のである。 
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勧告事項 各省が講じた改善措置状況 

1 相続人等調査の実施状況 

（勧告要旨） 

 厚生労働省及び法務省は、市区町村等による相続人等調査（注 1）の負

担を軽減する観点から、以下の事項を手引等により市区町村等に対し明

確に示す必要がある。 

① 死亡届の届出義務者がいない場合又は届出義務者からの届出を期待

することができない場合における市区町村長による死亡事項の職権記

載が可能であること。 

② 引取者のない死亡人（注 2）が発生した際に市区町村等が相続人等調

査を実施する場合の戸籍の公用請求の法的根拠 

（注 1） 「相続人等調査」とは、市区町村等が実施する相続人や扶養義務者といった遺族

に関する調査を示す。 

（注 2） 「引取者のない死亡人」とは、行旅法、墓埋法及び生活保護法の 3法律に基づい

て、市区町村等が対応している死亡人を示す。 

 

（説明） 

《制度の概要》 

○ 市区町村等が実施する相続人等調査の範囲や方法を定めた法令はない。

手引においては、「亡くなった方の遺留金及び相続人等に係る必要な調査範

囲については、戸籍調査によって全ての相続人等を把握するまでに相当の

期間を要する場合があること、仮に相続人等が判明しても、連絡が取れな

い場合や受取を拒否される場合もあることなどに留意して、各自治体にお

いて判断いただくこととなります。」とされている。 

  

《調査結果》 

○ 相続人等調査は、以下の目的のために、市区町村等において戸籍の確認

や関係者からの聴取等を実施している実態がみられた。         

 ・ 死亡届の届出を行う親族や家主等（届出義務者）がいるかどうか、葬

 

【厚生労働省】 

令和 5年 7月に改訂した手引（以下「改訂手引」という。）に、引取者の

ない死亡人が発生した際に市区町村等が相続人等調査を実施する場合の戸

籍の公用請求の法的根拠となる法令の条項として、生活保護法第 18 条第 2

項、行旅法第 7 条第 1 項、第 11 条及び第 14 条並びに墓埋法第 9 条が考え

られること等を明記した。改訂手引は厚生労働省から「「身寄りのない方が

亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引」の改訂について」（令和 5年

7月 3日付け厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課、社会・援護局保護課

事務連絡）にて、各都道府県・指定都市・中核市の衛生主管部局及び民生主

管部局に周知を行った（なお、管内市区町村への周知も併せて依頼）ほか、

厚生労働省ホームページに掲載した。 

 

【法務省】 

改訂手引に、市区町村長において死亡事項の職権記載が可能であること

や戸籍謄本等の公用請求の法的根拠を明示し、各地方公共団体に対してそ

の旨の周知を行った。 

その周知の方法については、厚生労働省において、各都道府県・指定都

市・中核市の衛生主管部局及び民生主管部局に対し、「「身寄りのない方が

亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引」の改訂について」の発出（な

お、管内市区町村への周知も併せて依頼）をしたものと承知している。 
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祭を行う人がいるかどうかの確認 

 ・ 葬祭後の相続人等への葬祭費用の請求や遺骨等の引渡し、残余遺留金

品の相続人等への引渡し 

○ 相続人等調査の範囲は、以下のように死亡人の状況等を踏まえ、各市区

町村で判断している状況がみられた。 

・ 行旅死亡人については、市区町村が警察又は病院から遺体を引き取る

ことが多く、警察等の調査で身元不明とされた場合に、市区町村におい

て相続人等調査を行っている事例はみられなかった。 

・ 墓埋法により埋火葬される死亡人（以下「墓埋法適用死亡人」という。）

については、法定相続人（注）を範囲とする市区町村が多い一方、扶養

義務者に当たる三親等内の親族など法定相続人以外の親族を調査してい

る事例もみられた。 

（注） 相続人の範囲は、民法第 887 条、第 889 条及び第 890 条において、配偶者が

常に相続人となるほか、第一順位として死亡人の子（直系卑属の代襲あり）、第

二順位として直系尊属及び第三順位として兄弟姉妹（おい・めいの代襲あり）

とされている。 

・ 生活保護法の被保護者が死亡人の場合は、生前における扶養義務者の

調査から把握している状況がみられ、他方、被保護者以外の死亡人は、

墓埋法と同様の方法で調査している状況がみられた。 

○ 墓埋法適用死亡人や生活保護法適用死亡人に係る相続人等調査のため、

他の市区町村に戸籍謄本等の交付請求を行う必要がある場合があるが、以

下のように苦慮している事例がみられた。 

  ・ 親族等から死亡届が出ておらず請求できない事例 

  ・ 墓埋法等が請求の根拠となるか分からない事例 

○ 相続人等調査の範囲は、手引では、各自治体の判断との記載があり、実

態もそのようになっている一方、手続面で苦慮している上記事例について、

当省が法務省及び厚生労働省の見解を確認したところ、以下のとおり対応

可能であることが判明した。 

・ 死亡届の届出義務者がいない場合又は届出義務者からの届出を期待す
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ることができない場合においては、市区町村による死亡事項の職権記載

が可能（法務省見解） 

・ 戸籍法（昭和 22 年法律第 224 号）第 10 条の 2 第 2 項の「法令の定め

る事務を遂行するために必要がある場合」に該当し、公用請求すること

が可能（厚生労働省及び法務省見解） 

○ これらは手引に明記されておらず、周知が十分にされていない状況であ

った。 

 

2 葬祭費用への費用充当 

(1) 葬祭費用に充当するための預貯金の引き出しの実施状況 

（勧告要旨） 

厚生労働省は、関係省庁と連携し、市区町村等による葬祭費用に充当す

るための預貯金の引き出しを一層推進する観点から、以下の対応をする

必要がある。 

① 葬祭費用に充当するための預貯金の引き出しが相続人に優先する法

的根拠を手引等で明示し、引き出しに当たって、相続人の意思確認は必

要ないことを市区町村等及び金融機関に改めて周知すること。 

② 上記周知実施後の金融機関における預貯金の引き出しへの対応状況

を調査し、市区町村等に情報提供すること。調査の結果、未対応の金融

機関があるなど各種課題がみられた場合は、引出手続や必要書類に関

する取決めを含め、対応の支障となっている点を把握し、市区町村等と

金融機関の手続が円滑に行われるよう改善を検討すること。  

（説明） 

《制度の概要》 

○ 市区町村等は引取者のない死亡人の葬祭費用について当該死亡人の遺

留金品を充当することとされている（注）。 

 （注） 葬祭費用に遺留金を充当してもなお、残った遺留金（以下「残余遺留金」とい

う。）及び残った遺留物品（以下「残余遺留物品」という。）がある場合、これら

は相続人に帰属する。 

 

 

【厚生労働省】 

改訂手引に、以下の事項を記載した。 

・ 生活保護法上の葬祭扶助が適用される場合、市区町村は、遺留金を葬

祭費用に充当することができるとする規定（生活保護法第 76 条第 1項）

により、相続人に優先して遺留金を葬祭費用に充当することができるこ

と。 

・ 亡くなった方の預貯金を現金化したものも「遺留金」に含まれるため、

市区町村は、葬祭費用への充当を目的とした預貯金の引き出しも、生活

保護法第 76 条第 1項に基づき、当然に相続人に優先して行うことができ

ること。 

・ 遺留金を葬祭費用に充当することができるとする生活保護法の規定に

おいては、亡くなった方の預貯金の引き出しの手続に関しては何ら特別

な定めがなく、引き出しに当たって相続人への意思確認を求めているも

のではないため、引き出しに当たって相続人への意思確認は不要である

こと。 

・ 行旅法又は墓埋法が適用される場合も、市区町村は、行旅法第 11 条（墓

埋法第 9条第 2項において行旅法を準用する場合を含む。）を根拠として

相続人に優先して遺留金を火葬等の費用に充当することができること。 

・ 行旅法及び墓埋法において、亡くなった方の預貯金の引き出しの手続
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○ 引取者のない死亡人の預貯金の取扱いについて法令で明示されていな

いが、手引では、遺留金には、死亡人の預貯金を現金化したものも含まれ

ると記載され、葬祭費用に預貯金を充当できることを明示している。 

○ 手引では、引き出しの必要書類を例示し、「やりとりの多い金融機関と

の間では、予めどのような書類の提出が必要であるかについて取り決め

をしておくことも方法の一つ」と記載している。 

○ 関係省庁（金融庁、農林水産省及び厚生労働省）は、令和 3年 3月に

金融機関の全国団体に事務連絡を発出し、金融機関へ手引を周知するよ

う要請を行った。 

 

《調査結果》 

○ 手引通知後の令和 3 年 4 月以降に引出依頼を行ったが引き出せなかった

事例がみられた（墓埋法適用死亡人：11 市区町村 37 事例、生活保護法適

用死亡人：14 市区町村 15 事例）。 

○ 引出依頼を行ったが引き出せなかった主な理由は以下のとおりである。 

・ 相続人又は相続財産管理人以外の者は引き出せないと説明されたため 

・ 手引に記載されていない書類（相続放棄の証明書類、相続人の同意文

書、戸籍謄本等）を求められ、対応困難と判断したため 

○ 引き出しを断った金融機関のうち 10 機関を抽出し調査した結果、6機関

は当省が調査を行った時点では引き出しに応じており、窓口の教示誤りと

考えられるなどとしていた一方、応じていない 4 機関の理由は以下のとお

りである。 

・ 引き出しの法的根拠に対し懸念があるため 

・ 本店において内規の見直しを検討中であるため 

○ 葬祭費用に充当するための預貯金の引き出しが相続人に優先する法的根

拠について、当省が厚生労働省の見解を確認したところ、以下のとおり整

理されていることが判明した。 

・ 民法（明治 29 年法律第 89 号）では、死亡した時点で相続が開始し、

相続財産に係る権利は全て相続人に承継することとされているが、個別

に関しては何ら特別な定めがなく、引き出しに当たって相続人への意思

確認を求めているものではないため、引き出しに当たって相続人への意

思確認は不要であること。 

さらに、改訂手引について、令和 5 年 7 月 4 日、金融庁及び農林水産省

から金融機関の全国団体（全国銀行協会等）に事務連絡を改めて発出し、

金融機関へ周知するよう要請を行ったことを両省庁から確認している。 

なお、周知実施後の金融機関における預貯金の引き出しの対応状況につ

いては、周知後一定期間を確保した後に調査を行うこととしているため、

当該調査時期については、今後関係機関と調整を行ってまいりたい。 

９ 



法である行旅法、生活保護法の規定により、葬祭費用に優先的に充てる

ことができる。 

○ この整理は市区町村及び金融機関に示された手引に明記されておらず、

周知が十分にされていない状況であった。 

○ 手引を踏まえて各金融機関と手続や必要書類について協議している市区

町村もあるが、個別に取決めを行うことは、双方の負担が大きいと考えら

れる。 

 

(2) 都道府県から一般市区町村（指定都市及び中核市以外の市区町村）への

葬祭費用の不足分に係る弁償の実施状況 

（勧告要旨） 

厚生労働省は、墓埋法適用死亡人の葬祭費用について、一般市区町村が

費用を負担している状況を改善する観点及び一般市区町村の事務負担を

軽減する観点から、以下の事項を手引等により都道府県及び一般市区町

村に対し明確に示す必要がある。 

① 墓埋法適用死亡人の葬祭費用について、行旅法の規定が準用され、都

道府県による弁償の対象であること。 

② 一般市区町村からの弁償請求について、相続人等が存在する場合で

も、相続人等と連絡がつかない又は相続人等が死亡人と疎遠であるこ

とを理由に弁償できないとしているなど、相続人等からの費用の回収

が見込めない場合には、都道府県による弁償の対象となる余地がある

こと。 

（説明） 

《制度の概要》 

○ 引取者のない死亡人の葬祭費用は、埋火葬を行う市区町村が一時繰替支

弁することとされている。 

○ 葬祭費用に遺留金を充当しても不足する場合は、相続人や扶養義務者に

弁償を請求することとされている。手引では、行旅法第 11 条に規定してい

る旨の記載のほか、死亡人からＤＶ被害を受けていた相続人や扶養義務者

 

  

【厚生労働省】 

改訂手引に、以下の事項を記載した。 

・ 遺留金等を葬祭費用に充当してもなお十分に費用の弁償を得ることが

できない場合は、当該市区町村が繰替支弁をした上で、指定都市又は中

核市である場合を除き、都道府県に不足分の負担を求めることになると

いう取扱いの根拠について、行旅法第 15 条のほか、墓埋法第 9条第 2項

において行旅法を準用する場合も含まれること。 

・ 費用弁償請求先としてふさわしくない又は費用弁償が期待できない相

続人又は扶養義務者の例と、当該相続人又は扶養義務者を費用弁償請求

先から除外した上で、指定都市又は中核市である場合を除き、市区町村

から都道府県に当該費用の負担を求めることも可能であること。 
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など、費用弁償先としてふさわしくないケースについては、当該相続人又

は扶養義務者を費用弁償先から除外する取扱いを行うことも可能と記載さ

れている。 

○ 相続人等による弁償によっても葬祭費用を満たさない等の場合には、勅

令（注）で定める地方公共団体（都道府県、指定都市、中核市）が費用を

弁償することとされている。 

 （注） 行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件（明治 32 年勅令第 277 号） 

 

《調査結果》 

○ 調査した 42 一般市区町村のうち 11 一般市区町村では、墓埋法適用死亡

人に係る葬祭費用を一時繰替支弁したもののうち、遺留金品を充当しても

葬祭費用を満たさないものについて、都道府県に弁償請求を行っていない

事例がみられた。 

○ 一般市区町村が、都道府県に弁償請求を行っていない主な理由は以下の

とおりである。 

・ 墓埋法に都道府県による弁償の規定はなく、墓埋法第 9 条第 2 項によ

る行旅法の準用もないと理解しており、都道府県への弁償請求の対象と

はならないと認識している。 

・ 都道府県に照会した結果、相続人等が存在する場合には弁償の対象外

である等の説明を受け、請求を断念した。 

○ 15 都道府県を調査したところ、以下のように各都道府県で弁償の要件に

差異がみられた。 

・ 相続人等が存在する場合は弁償の対象外としている都道府県や、手引

に記載されているケース以外の相続人等がいる場合には弁償対象外と

し、手引の記載を厳格に運用している都道府県がみられた。  

・ 相続人等の存在が確認できている場合でも、何度連絡しても連絡がつ

かない場合や相続人等が死亡人と疎遠であることを理由に支払を拒否さ

れた場合は、相続人等への弁償請求を試みた上でその状況を証する書類

の提出により、弁償に応じている都道府県がみられた。 
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○ 墓埋法適用死亡人の都道府県の費用弁償に係る行旅法の規定の準用や費

用弁償先としてふさわしくないケースについて、当省が厚生労働省の見解

を確認したところ以下のとおりであった。 

・ 墓埋法第 9 条第 2 項は、行旅法第 11 条から第 15 条まで及びこれに基

づく勅令を準用するため、墓埋法適用死亡人の葬祭費用についても、都

道府県による弁償の対象である。 

・ 費用弁償先としてふさわしくないケースとして手引に記載している

「死亡人からＤＶ被害を受けていた相続人や扶養義務者」は例示にすぎ

ず、それ以外の場合でも、地方公共団体の判断で費用弁償先から除外す

る余地はある。 

○ これらの見解は、手引には明記されておらず、周知が十分にされていな

い状況であった。 

 

3 残余遺留金品の処理 

(1) 相続財産管理制度 

（勧告要旨） 

法務省は、相続財産管理制度を活用した残余遺留金の解消を推進する

観点から、以下の事項を手引等により市区町村等に対し明確に示す必要

がある。 

① 身元不明の行旅死亡人についても相続財産管理制度が活用できるこ

と。 

② 国が相続人保護の観点から弁済供託制度よりも相続財産管理制度を

活用することが望ましいとしていることを踏まえ、行旅死亡人の遺留

金のように相続人保護の要請が高い場合などでは検察官が申立てを行

うことができること。 

③ 市区町村等が保管している引取者のない死亡人の遺留金品以外の財

産の調査を行う義務はないこと。 

（説明） 

《制度の概要》 

 

 

【法務省】 

 改訂手引に、以下の事項を記載した。 

・ 身元不明の行旅死亡人についても相続財産清算人の選任請求が可能で

あること。 

・ 行旅死亡人などのように相続人保護の要請が高い場合などにおいて

は、検察官が相続財産清算人の選任請求を行うこともできること。 

・ 市区町村等が相続財産清算人の選任申立てをするに当たり、保管して

いる引取者のない死亡人の遺留金品以外の財産の調査を行う義務はない

こと。 
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○ 引取者のない死亡人の葬祭費用に、死亡人の遺留金を充当してもなお、

残余遺留金があり、相続人等への引渡しができなかった場合には、民法

上、相続財産管理制度（注）や弁済供託制度を利用することとなる。   

（注） 相続財産管理制度に関する民法改正の概要（施行日：令和 5年 4 月 1日） 

・ 相続人不存在の相続財産の清算手続について、家庭裁判所が行う選任の公告

と相続人捜索の公告を統合して一つの公告で同時に行うこととし、これと並行

して、相続債権者等に対する請求の申出をすべき旨の公告を行うことを可能に

し、権利の確定に 低限必要な期間が合計 10 か月間から 6 か月間に短縮され

た。 

・ 相続人のあることが明らかでない場合における「相続財産の管理人」の名称

が「相続財産の清算人」に改められた。 

○ 相続財産管理制度は、相続人のあることが明らかでないときに、利害関

係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、

相続財産管理人が、相続債権者等に対する請求申出の公告や相続人捜索の

公告等を経て、被相続人の債務などの清算を行う制度である（清算後残っ

た財産は国庫に帰属）。手引では、本制度に係るよくある質問とその回答等

が記載されている。 

○ 生活保護法適用死亡人については、相続財産管理制度により難い場合は

弁済供託制度を利用することができるとされている（生活保護法施行規則

（昭和 25 年厚生省令第 21 号）第 22 条第 2 項）。また、行旅法・墓埋法適

用死亡人については、手引において、相続財産管理制度により難い場合に

弁済供託制度を利用することが望ましいと記載されている。 

 

《調査結果》 

○ 相続財産管理制度を利用した事例（検察官申立て事例も含む。）は、行旅

法 3 市区町村 3 件、墓埋法 17 市区町村 33 件、生活保護法 11 市区町村 17

件みられた。 一方、市区町村において制度を活用していない主な理由（遺

留金が少額であることを除く。）は以下のとおりである。 

・ 身元不明である行旅死亡人は対象外であると理解しているため 
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・ 死亡人の財産の全体像を把握する調査をしていない又は調査すること

に疑問があるため 

○ 制度の活用で市区町村が苦慮した主な点は以下のとおりである。 

・ 相続財産管理人の選任申立てを要する場合が生じたことを検察官に相

談したが、市区町村が利害関係人に該当するなどとして市区町村が申立

てをすべきと説明されたもの 

・ 家庭裁判所から、市区町村が利害関係人であることの根拠を求められ

たもの 

・ 不動産や株式等の財産の調査が負担となっているもの 

○ 相続財産管理制度を活用するに当たり市区町村が苦慮等している事例に

ついて、当省が法務省の見解を確認したところ以下のとおりであった。 

・ 行旅死亡人も、「相続人のあることが明らかではないとき」に当たる場

合、制度の利用は可能である。 

・ 残余遺留金を市区町村等が保管している場合には、相続財産法人に対

して当該遺留金を返還する義務を負い、相続債務者として、利害関係人

に該当すると考えられる。 

・ 遺留金品以外の財産の存在を知り得ないようなケースでは、市区町村

等による財産調査が事実上不可能な場合もあり得る。 

・ 選任請求権者は利害関係人及び検察官とされており、両者に法律上の

優劣関係はないが、市区町村等が利害関係人に当たるのであれば、検察

官が申し立てる必要はない。一次的には、市区町村等において申立てを

行うことが相当である。 

○ 行旅死亡人については、相続人の有無について調査することができず、

相続人保護の要請が高いことから、検察官が申立てを行うこともできるこ

とを当省から法務省に確認した。 

○ これらの見解は、手引には明記されておらず、周知が十分にされていな

い状況であった。 
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(2) 残余遺留金の弁済供託の状況 

（勧告要旨） 

法務省は、引取者のない死亡人の残余遺留金の弁済供託制度の活用を

一層推進する観点から、市区町村等から供託所への問合せ等を基に制度

活用に当たって市区町村等が対応に苦慮している事例や手続が円滑に進

んでいない事例を把握し、全国の供託所において適切な教示を行うこと

ができるよう、運用を改善する必要がある。 

また、法務省は、供託手続に関する相談を、市区町村等の 寄りの供託

所などでも受け付けていることを手引により明示する必要がある。 

さらに、法務省は、事例を把握した結果、類似の内容が多数寄せられて

いる場合などは、手引に反映し市区町村等に周知することを検討する必

要がある。 

（説明） 

《制度の概要》 

○ 弁済供託制度は、債権者が弁済の受領を拒んだ場合等に、弁済者が弁済

の目的物を供託所へ寄託し、債務を免れる制度である（民法第 494 条）。 

○ 供託事務は、法務局、地方法務局又はこれらの支局が供託所として取り

扱っており、弁済供託は債務の履行地にある供託所にしなければならない

（民法第 495 条第 1 項）。債務履行地の市区町村内に供託所がない場合に

は、債務履行地の都道府県内にある 寄りの供託所に供託することになる。

また、市区町村等が過失なく債権者（相続人）を知ることができないとし

て弁済供託をする場合には、死亡人の住所地（死亡人の住所地が不明の場

合には、市区町村等の所在地）の 寄りの供託所に供託できる。 

○ 令和 2 年 12 月、生活保護法適用死亡人の残余遺留金について相続財産

管理制度により難い場合に弁済供託制度を活用できる改正生活保護法施行

規則の施行によって、行旅死亡人、墓埋法適用死亡人の残余遺留金につい

ても弁済供託制度が活用できるようになった。手引では、制度の説明のほ

か、管轄となる供託所や必要書類、よくある質問とその回答、事例集等が

記載されている。 

 

【法務省】 

法務局及び地方法務局供託課長に対して、「遺留金等に関する実態調査の

結果（勧告）を踏まえた対応について」（令和 5 年 3 月 28 日付け法務省民

事局商事課法務専門官事務連絡。以下「3月事務連絡」という。）を発出し、

全国の供託所が市区町村等から問合せを受けた事例のうち、市区町村等が

対応に苦慮している事例や手続が円滑に進んでいない事例をシステムに入

力し、本省及び全国の供託所で情報共有することとした。これにより、全

国の供託所において、市区町村等に適切な教示を行うことができるように

している。 
また、改訂手引に、供託手続に関する相談を、市区町村等の 寄りの供

託所などでも受け付けていることを明示した。くわえて、法務局及び地方

法務局供託課長に対して、「「身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金

等の取扱いの手引」の改訂について」（令和 5年 7月 3日付け法務省民事局

商事課補佐官事務連絡。以下「7月事務連絡」という。）を発出し、全国の

供託所に対し、改訂手引を周知するとともに、市区町村等から残余遺留金

の弁済供託手続に関する相談があった場合には、債務履行地の供託所以外

の市区町村等の近くの供託所においても、その相談への対応を行うよう周

知した。 

現在、3月事務連絡により、全国の供託所において市区町村等から問合せ

を受けた事例のうち、市区町村等が対応に苦慮している事例や手続が円滑

に進んでいない事例について、その概要を、供託事務を取り扱う法務局、

地方法務局又はこれらの支局から本省に報告させ、事例の把握に取り組ん

でいるところであり、今後、類似の事例が多数あった場合などには、手引

への反映等も検討することとしている。 
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《調査結果》 

○ 残余遺留金が発生した市区町村のうち、弁済供託を検討したことがない

市区町村は、行旅死亡人は 77 市区町村のうち 62 市区町村（80.5%）、墓埋

法適用死亡人は 278 市区町村のうち 216 市区町村（77.7%）、生活保護法適

用死亡人は 175 市区町村のうち 130 市区町村（74.3%）である。理由は、①

業務多忙、②残余遺留金の累積への問題意識が余りない、③制度の不承知

等としている。 

○ 弁済供託を活用した市区町村からは、「手引の内容が分かりやすい。」、「相

続財産管理制度より手続が簡易であり、積極的に活用したい。」といった前

向きな意見がみられた。他方で、供託所への入金期間が短く会計処理に苦

慮したり、以下のとおり供託所から相続人の意思確認が不十分と教示され

対応に苦慮したりした事例がみられた。 

・ 相続人の受領拒絶の意思確認は 2 回必要と教示され、海外在住の相続

人への電話に手数がかかった。 

・ 親族が全くおらず、受領を拒否された事例ではないと供託所から指摘

され、供託できなかった。 

○ 今後、弁済供託制度の活用の増加が見込まれる中で、適切かつ円滑な運

用が図られるよう、手続等について、市区町村等への周知だけでなく、供

託所への情報提供も必要である。 

 

(3) 残余遺留物品の弁済供託の状況 

（勧告要旨） 

法務省は、残余遺留物品の供託が事実上困難であることを、手引に明記

することが必要である。 

（説明） 

《制度の概要》 

○ 残余遺留物品の供託事務を取り扱うのは、法務大臣が指定した倉庫営業

者である（供託法（明治 32 年法律第 15 号）第 5条第 1項）。 

 

【法務省】 

 改訂手引に、残余遺留物品の供託が事実上困難であることを明記した。

くわえて、法務局及び地方法務局供託課長に対して、7 月事務連絡を発出

し、改訂手引を全国の供託所に周知した。 

16 



○ 供託事務を取り扱う倉庫営業者は、供託物がその営業の部類に属する物

で、かつ保管可能な数量に限り、供託物を保管する義務を負うとされてい

る（同法第 5条第 2項）。 

 

《調査結果》 

○ 法務大臣に供託所として指定された倉庫営業者数は、令和 5年 3月現在、

全国で 17 業者である（昭和 11 年から現在までの 86 年以上の間、新たな指

定はされていない。）。 

○ 手引では、物品の供託は可能であると市区町村等が読み取れるような記

載となっており、市区町村も法務局等に問合せ等しているが、実際に物品

の供託が実施できた事例はみられなかった。 

○ 制度はあるが、残余遺留物品を供託することは、事実上困難となってい

る。 

 

4 残余遺留金品の保管等 

(1) 残余遺留金の保管等の状況   

（勧告要旨） 

厚生労働省は、市区町村等における引取者のない死亡人の残余遺留金

の適切な保管を図る観点から、残余遺留金は行旅法第 12 条、墓埋法第 9

条第 2項及び生活保護法第 76条第 1項を根拠法令として歳入歳出外現金

として保管できることを、手引等に記載することにより、市区町村等に対

し明確に示す必要がある。 

（説明） 

《制度の概要》 

○ 引取者のない死亡人の葬祭費用に、死亡人の遺留金を充当してもなお、

残余遺留金があり、相続人等への引渡しができなかった場合には、民法上、

相続財産管理制度や弁済供託制度を利用することとなる。 

○ 調査時点では、残余遺留金品が発生した事例に対して、必ずしも相続財

産管理制度又は弁済供託制度が活用されていない状況であった。いずれか

 

 

【厚生労働省】 

改訂手引に、残余遺留金が、様々な事情により処分できない場合は、生

活保護法第 76 条第 1 項又は行旅法第 12 条（墓埋法第 9 条第 2 項において

行旅法を準用する場合を含む。）を根拠に、地方自治法第 235 条の 4第 3項

に規定される歳入歳出外現金として保管することが可能である旨明記し

た。 
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の制度により処理できていない残余遺留金品は引き続き市区町村等が保管

するほかない。 

○ 地方公共団体は、法律又は政令の規定によるのでなければ、現金又は有

価証券を保管することができないとされている（地方自治法（昭和 22 年法

律第 67 号）第 235 条の 4第 2項）。 

 

《調査結果》 

○ 残余遺留金について、地方自治法第 235 条の 4 第 3 項に規定される歳入

歳出外現金として保管している市区町村がある一方、歳入歳出外現金とし

て取り扱うことができる根拠法令がないことなどから、実務上、一時的に

預かっている現金として、庁舎内の金庫等で保管している市区町村がみら

れた。 

○ 歳入歳出外現金として保管している市区町村の中にも、法律・政令以外

の省令等を根拠規定として認識している市区町村や根拠法令はないと認識

している市区町村がみられた。 

○ 残余遺留金の保管について、当省が厚生労働省の見解を確認したところ、

以下のとおり、法律に基づき、歳入歳出外現金として保管可能であること

が判明した。 

 ・ 行旅死亡人：行旅法第 12 条を根拠法として保管可能  

・ 墓埋法適用死亡人：墓埋法第 9 条第 2 項を根拠法として保管可能（行

旅法第 12 条の準用） 

 ・ 生活保護法適用死亡人：生活保護法第 76 条第 1項を根拠法として保管

可能 

○ これらの見解は、手引には明記されておらず、周知が十分にされていな

い状況であった。 

 

(2) 残余遺留物品の保管等の状況 

（勧告要旨） 

 厚生労働省は、残余遺留物品の保管に係る市区町村等の負担の軽減に

 

【厚生労働省】 

改訂手引に残余遺留物品の保管期間や廃棄に係る基準を定めている事例
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資する観点から、具体的に保管期間や廃棄について基準を定めている事

例を集約・整理し、市区町村等に周知する必要がある。 

（説明） 

《制度の概要》 

○ 行旅死亡人の遺留金品は市区町村が保管することとされ、市区町村は行

旅死亡人取扱費用の弁償を得たときは、相続人に保管する遺留金品を引き

渡すこととされている（行旅法第 12 条及び第 14 条）。このため、相続人に

引き渡すまで、残余遺留物品は市区町村が保管することとなる。 

○ 遺留物品に、滅失・毀損するおそれがあるとき又は保管に不相当の費用・

手数を要するときは、売却・棄却が可能とされている（行旅法第 12 条ただ

し書き、墓埋法第 9 条第 2 項による準用及び生活保護法施行規則第 22 条

第 3項）。 

 

《調査結果》 

○ 遺留物品を廃棄することが適当か判断に苦慮している市区町村や遺留物

品の保管場所の確保に苦慮している市区町村がみられた。 

○ 一方、遺留物品の保管期間や廃棄について、独自の規程を作成している

市区町村がみられた。 

○ 独自の規程を作成していない市区町村からは、規程作成に当たり参考と

なるものがなく、どのように保管期間や廃棄に係る基準を定めればよいの

か判断に苦慮しているとの意見がみられた。  

 

を集約・整理している。 
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